
 
 
 

福井県国民保護計画 
 
 
 
 

 
 

福 井 県 
 
 





� �

��� ��

��� �	
�� 


























 �

��� ���
�������������
�� ��

��� �!"#$ 
%&���'()*+�&,-./& ��

��� 01203
45���6789 ��

�:� ;<=
>?

��� @A���BC
D> ��

��� EF���G7
HI ��

��� G7JK 
>L ��

��� MNGOBC
D> ��

��� PQ=R7OST7BC
D> ��



��� ������	
� ��

��� 
��������	�� ��

��� �	�	�� ��

��� �� �!	"#$%&'()*+,	�-./

��� �-./	0� ��

�	� 123�	45 ��

��� 67	89:%;<= �




��� ������	
�� ��

��� �������������� ��

��� ������� !"#$�%& ��

��# '()*+,-

��� ���'( ��

�	� '(��$�,-)*+./01 
�



��� ������	
 ���

��� �
��� ���

��� �������� ���

��� �����������

��� �� !� ���

�	� "#�$ �	�

��� %&��$ �	�



��� ������	
��
 ���

��� ��������� ���

��� ������� �!"#$%�&'

��� ()*+ ���

���  �!"���#$�&
�,- ���

���  �!"���#$���./�01/���2345�67 ���

��� 89&:/ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ��	



��� ����	
���
�

��� ������������	 ���

��� ���
� ���

���� ��������������������������������� ���

���� ��������������������������������� ���

���� ��� !���
"#$�%&'



1



2



3



4

1

nuclear weapons biological weapons
chemical weapons



5



6



7



8



9



10



11

JR

JR



12



13



14



15



16



17

22



18

10



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

10



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



 

                                         

 

国民保護対策連絡室の設置および廃止の流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武力攻撃 
事態等の兆候 

 
 
国民保護対策

連絡室設置 
警報が発令され

るおそれなし

 
 
国民保護対策 
連絡室廃止 

警報発令 

警報解除 

知事が適当と

認めた場合

県対策本部設置

の決定

国民保護対策連

絡室廃止 
県対策本部設置

第３章第１節第１ 

  

 ２ 設置場所  ２ 設置場所 

   国民保護対策連絡室は、原則として県庁１０階総合防災センターに設置する。    国民保護対策連絡室は、原則として県庁１０階総合防災センターに設置する。 

   県庁舎が被災し、県庁内に設置できない場合は、各合同庁舎、各土木事務所等の中か

ら被災状況を勘案して指定した施設に設置する。 

   県庁舎が被災し、県庁内に設置できない場合は、各合同庁舎、各土木事務所等の中か

ら被災状況を勘案して指定した施設に設置する。 

  

  ３ 組織および業務内容   ３ 組織および業務内容 

  （１）国民保護対策連絡室の室長は、安全環境部長をもって充て、国民保護対策連絡室の

事務を総括し、職員を指揮監督する。 

  （１）国民保護対策連絡室の室長は、安全環境部長をもって充て、国民保護対策連絡室の

事務を総括し、職員を指揮監督する。 

  （２）国民保護対策連絡室の室次長は、安全環境部企画幹および安全環境部危機対策幹を   

もって充て、室長に事故あるときは、安全環境部企画幹の職にある室次長、安全環境

部危機対策幹の職にある室次長の順序で、その職務を代理する。 

  （２）国民保護対策連絡室の室次長は、安全環境部企画幹および安全環境部危機対策幹を   

もって充て、室長に事故あるときは、安全環境部企画幹の職にある室次長、安全環境

部危機対策幹の職にある室次長の順序で、その職務を代理する。 

  （３）国民保護対策連絡室の室員は、次の者を充てる。   （３）国民保護対策連絡室の室員は、次の者を充てる。 

   ア 危機対策・防災課長    ア 危機対策・防災課長 

      イ 各部連絡責任者       イ 各部連絡責任者 

     県対策本部に置く各部に属する企画参事、会計局次長補佐および県警本部警備課

長を充て、必要に応じて議会事務局総務課長補佐を含むものとする。 

     県対策本部に置く各部に属する企画参事、会計局次長補佐および県警本部警備課

長を充て、必要に応じて議会事務局総務課長補佐を含むものとする。 

    ウ 国民保護措置に関係ある課（以下「関係課」という）の長     ウ 国民保護措置に関係ある課（以下「関係課」という）の長 

  （４）国民保護対策連絡室に危機対策・防災課長を長とする事務局を置き、次の者で構成    

する。 

  （４）国民保護対策連絡室に危機対策・防災課長を長とする事務局を置き、次の者で構成    

する。 
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第３章第１節第１

    ア 危機対策・防災課員 

    イ 各部連絡員 

      県対策本部に置く各部に属する職員から、それぞれ２名を指定し、うち１名 

     については、事務局において所属部との調整に当たる。 

   ウ 関係課の職員 

 （５）連絡室の組織図については、次のとおりとする。 

 

安全環境部長 

室次長 
安全環境部企画幹 
安全環境部危機対策幹 

室  員 
危機対策・防災課長 
各部連絡責任者 
関係課の長 

事 務 局 
事務局長 
危機対策・防災課員 
各部連絡員 
関係課職員 

室  長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （６）県は、必要に応じて、自衛隊、関係市町その他防災関係機関に対して、連絡室へ職

員の派遣を要請する。 

 自衛隊、関係市町その他防災関係機関との調整は、原則として国民保護対策連絡室

へ派遣された職員を通じて行う。 

 （７）室長は、情報の収集連絡等に関する重要事項の協議等を行うため、必要に応じ福井

県国民保護対策連絡室会議（以下、「連絡室会議」という。）を招集する。 

    連絡室会議における協議・報告事項は、次のとおりとする。 

   ア 「武力攻撃事態等」のおそれのある状況およびその対応状況 

   イ 関係課相互の調整事項 

   ウ 関係機関との連携推進に関する事項 

   エ 国、他都道府県および関係機関に対する要請に関する事項 

   オ その他情報の収集連絡等に関する事項 

 （８）連絡室会議での協議・報告事項は、知事に報告するとともに、次に掲げる機関に 
    通知するものとする。 

   ア 市町および消防本部 
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   イ 関係する「指定公共機関」および「指定地方公共機関」 

   ウ 第八管区海上保安本部敦賀海上保安部、陸上自衛隊等 

 

第２ 福井県国民保護対策本部の設置（法２６①、２７①、②、２８①、②、③関係） 

 １ 設置および廃止基準 

   知事は、次の場合に県対策本部を設置または廃止する。 

 （１）設置 

    都道府県対策本部を設置すべき都道府県の指定の通知を受けた場合 

    なお、当該指定が行われていない場合で、国民保護措置を総合的に推進するために

必要があると認める場合には、知事は、内閣総理大臣に対し、消防庁を経由して県対

策本部を設置すべき県の指定を行うよう要請する。 

 （２）廃止 

    都道府県対策本部を設置すべき都道府県の指定の解除の通知を受けた場合  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町国民保護現地対策本部

市町国民保護対策本部

県 市町

県国民保護現地対策本部

県国民保護対策本部

・対策本部長：内閣総理大臣 
・ 対策副本部長、対策本部員：すべての
国務大臣 
・ その他の職員：内閣官房の職員、指定
行政機関の長 

武力攻撃事態等現地対策本部 

・対策本部長：知事
・対策本部員：副知事、教育長、警察本
部長、県職員（各部局長、会計管理者） 
（副本部長：副知事）

・対策本部長：市町長
・ 対策本部員：助役、教育長、消防長、
市町職員（副本部長は、本部員から市
町長が指名） 

武力攻撃事態等対策本部

対策本部を設置す き県おべ

よび市町村を指定 

対処基本方針を作成
（閣議決定、国会の承認）

通知通知 通報

通知通知

知事 市町長 発見者

武力攻撃災害の兆候

武力攻撃の発生

国

国際情勢等 
武力攻撃の発生 

２ 設置場所 

   県対策本部は、原則として県庁１０階総合防災センターに設置する。 

   県庁舎が被災し、県庁内に設置できない場合は、各合同庁舎、各土木事務所等の中か

ら被災状況を勘案して指定した施設に設置する。 
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第３章第１節第２

 

３ 組織、事務分掌等 

（１）県対策本部の本部長（以下「県対策本部長」という。）は、対策本部の事務を総括 

  し、職員を指揮監督する。 

 （２）県対策本部の副本部長は、副知事をもって充て、県対策本部長に事故あるときは、 

 その職務を代理する。 

 （３）県対策本部の本部員は、出納長、教育長、各部長（行政組織規則（昭和３９年福井 

   県規則第２１号）第２０２条第１項に定める部長をいう。）、会計管理者、企業局長

および警察本部長をもって充てる。 

    また、県対策本部には、県対策本部の広報を総括するため、報道主管者を置き、安

全環境部長をもって充てる。 

 （４）県対策本部に次の部を置き、部の長は、同表に掲げる者をもって充てる。 

    また、各部に次のとおり班を置き、その主な事務分掌は『福井県国民保護対策本部

等運営要綱』で定める。 
部 名 部 長 名         班     名 

総 務 部 総 務 部 長 連絡班、秘書班、財政班、救援隊受入班、設備班、

人事厚生班、広報班、指導班、情報システム班、ボ

ランティア班、特命班 

総 合 政 策 部 総合政策部長 渉外連絡班、情報収集班、交通対策班 

安 全 環 境 部 安全環境部長 連絡班、生活班、防災班、公害班、廃棄物対策班、

特命班 

健 康 福 祉 部 健康福祉部長 連絡班、救助班、災害時要援護者支援班、医務班、

公衆衛生班 

産 業 労 働 部 産業労働部長 連絡班、産業復旧班、商業・サービス業班、工業班、

国際班、輸送・労務班、特命班 

農 林 水 産 部 農林水産部長 連絡班、調達班、農業技術班、農畜産班、水産班、

林務班、耕地班 

土 木 部 土 木 部 長 連絡班、調達班、道路班、河川班、砂防班、港湾空

港班、計画班、公園下水道班、建築班 

会 計 部 会 計 管 理 者 会計班 

企 業 部 企 業 局 長 総括班、電気班、水道班 

教 育 部 教 育 長 連絡班、学校教育班、高校教育班、義務教育班、体

育班、文化財班 

警 察 部 警 察 本 部 長 総務広報班、装備留置班、給養班、医療班、報告連

絡班、支援特命班、地域安全班、避難誘導班、少年

保護対策班、生活特命班、検視班、身元確認班、捜

査特命班、交通情報班、交通指導班、交通規制班、

交通特命班、情報班、実施班、特命班、通信班 

   

 （５）県対策本部に、県対策本部長、副本部長、本部員および報道主管者で構成する福井 

   県国民保護対策本部会議（以下「県対策本部会議」という。）を置く。 

 （６）県対策本部長は、国民保護措置に関する重要事項の協議等を行うため、必要に応じ 
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 県対策本部会議を招集する。県対策本部会議における協議・報告事項は、次のとおり 

 とする。 

   ア 国の指示に関する事項 

   イ 県対策本部の国民保護措置の実施に関する事項（総合調整に関する事項を含む。） 

   ウ 県対策本部内の各部および市町国民保護対策本部（以下「市町対策本部」という。）

相互の調整に関する事項 

   エ 市町の被災状況および国民保護措置の実施状況 

   オ 「指定公共機関等」との連携推進に関する事項（協力応援に関する事項を含む。） 

   カ 国、他都道府県および関係機関に対する応援要請に関する事項 

   キ その他国民保護措置に関する重要な事項 

    県対策本部会議を開催するときは、テレビ会議システム等を利用し、国対策本部、 
   市町対策本部および関係市町等との情報の共有を図る。 
 （７）県対策本部に、報道主管者を長とし、報道主管者が指定する各部の班員で構成する

武力攻撃災害情報センターを置き、県民等への情報提供について一元的に対応する。 
 （８）県対策本部に、安全環境部長を長とし、安全環境部企画幹および安全環境部危機対 

 策幹を次長とする事務局を置き、次の者を事務局員とする。 
 ア 防災班長…危機対策・防災課長 
 イ 防災班員…危機対策・防災課員 
 ウ 指定班員…防災班長が事務局長と協議して指定した各部の班員 

 エ 各部連絡員…事務局長が各部ごとに２名ずつ指名した職員 

 （９）県対策本部に、事務局長、事務局次長、防災班長および各部連絡責任者（第１「福

井県国民保護対策連絡室の設置３（３）イに定める「各部連絡責任者」をいう。以下

同じ。）で構成する各部連絡責任者会議を置き、県対策本部が決定する国民保護に関

し必要な事項の調整を行う。 
    各部連絡責任者会議は、事務局長が招集するものとし、各部連絡責任者は、会議の

開催を必要とするときは、事務局長にその旨を申し出るものとする。 

 （10）現地対策本部の設置 

 ア 県対策本部長は、必要と認めるときは、現地対策本部を設置し、「武力攻撃災害」 

  の応急対策を実施する。 

 イ 現地対策本部は、「武力攻撃災害」の状況に応じて原則として県合同庁舎または

土木事務所等に設置する。 

   ウ 現地対策本部長は、副本部長、本部員またはその他の職員のうちから県対策本部 

    長が任命する。 

   エ 現地対策本部に次のとおり班を置き、その主な事務分掌は『福井県国民保護対策 

    本部等運営要綱』等で定める。 

   オ 現地対策本部が設置されたときは、当該区域を管轄する県出先機関は、その指揮 

 50
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第３章第１節第２

    下に入る。 

 （11）地方連絡部 

    対策本部と総務省消防庁ほか中央省庁等との間で、国民の保護のための措置に関す

る連絡、情報の交換等を行うため、東京事務所および大阪事務所に、それぞれ地方連

絡部を置く。地方連絡部長は、各事務所長をもって充てる。 

 （12）県対策本部の組織図は、次のとおりとする。 
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 総 務 部 各 班
本部長 

  
各 班知事 総合政策部

 

 安全環境部 各 班

副本部長 
副知事 

 
健康福祉部 各 班

 

 産業労働部 各 班

本部会議 
本部長 
副本部長 
本部員 
報道主管者 

 
農林水産部 各 班

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地対策本部 

本部長

副本部長

総務情報班

救 助 班

農 務 班

林 務 班

耕 地 班

防疫救護班

土木建築班

応 援 班

地 方 連 絡 部 

東   京 

大   阪 

事務局 
事務局長 
事務局次長 
防災班長 
防災班員 
指定班員 
各部連絡員 

各部連絡責任者会議 
事務局長 事務局次長 
防災班長 各部連絡責任者 

土 木 部 各 班

会 計 部 各 班

武力攻撃災害 
情報センター 

報道主管者 
報道主管者が指

定する各部の班

員 

企 業 部 各 班

教 育 部 各 班

警 察 部 各 班
※班については、（４）参照 
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第３章第１節第２

 ４ 県対策本部を設置した場合における関係機関への通知 

   県対策本部を設置した場合は、次に掲げる機関にその旨を通知または報告する。 

 （１）県議会事務局 

 （２）市町および消防本部 

 （３）関係「指定公共機関」および「指定地方公共機関」 

 （４）防災関係機関（第八管区海上保安本部敦賀海上保安部、陸上自衛隊等） 

 （５）内閣官房および総務省消防庁 

 （６）石川県、岐阜県、滋賀県および京都府 

 

 ５ 県対策本部設置の公表 

県対策本部を設置したときは、ラジオ、テレビ、新聞および県のホームページ等を通 

じて公表するとともに、本部の標識を県庁舎正面玄関に掲示するものとする。 
 

 ６ 県対策本部設置の伝達 

   県対策本部の設置に係る伝達系統は次のとおりとする。 

 
知   事 

 

 

 
安全環境部長 

 

 

 安全環境部危機対策幹 
 

副知事 
安全環境部企画幹

教育長 
警察本部長 
各部局長 

 

危機対策・防災課長  

 

会計管理者 
各部局企画幹 

各部連絡責任者

各部連絡員 

各出先機関 

部局内各課 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 職員の参集 

 （１）全職員の参集 
    県対策本部の設置の伝達があったときは、全職員は直ちに参集するものとする。 
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 （２）参集場所 

    原則として本部員、報道主管者、防災班長、各部連絡責任者、各部連絡員、防災班   

員および指定班員については総合防災センターとし、その他の職員については各所属   

とする。ただし、平時において徒歩２時間以内に各所属に参集できない職員について

は、交通機関等が途絶し緊急の参集が困難な場合にあっては、本庁および最寄りの合

同庁舎または土木事務所（健康福祉部の職員については最寄りの健康福祉センター）

に参集する。 

    また、道路、橋梁等の断絶により、上記の参集も困難な場合には、最寄りの出先機 
   関に参集するか、または市町役場に出向く。 
 （３）参集時の心構え 

    職員は、参集途中に周囲の被害状況を確認し、所属長等に報告する。 

    また、参集途中に重大な被害が生じているのを認めたときは、各自の判断で住民の 

   救出を優先し、救出の状況等について所属や参集場所に連絡するよう努める。 

 （４）参集状況等の報告 

    各部連絡責任者は、出先機関も含めた職員の参集状況等を速やかに把握し、人事厚 

   生班へ報告する。 

 

 ８ 国、市町村その他の機関の対策本部等との協力 

   国、市町村その他の機関の対策本部または現地対策本部が設置された場合には、応急 
  対策活動について連絡調整し、協力する。 
 
 ９ 国の現地対策本部との合同会議 
   国との情報の共有および国民保護措置を効果的に実施する体制を確立するために、国

の職員の県対策本部会議への出席を要請するほか、国が現地対策本部を設置している場

合には、県対策本部との合同会議の開催を要請する。 
 
 10 市町の対策本部への県職員の派遣 
   県は、市町の対策本部が設置されたときは、職員を派遣し、情報収集・伝達に当た 
  らせるとともに、県、市町の連携の取れた国民保護措置を実施する。 
 
 11 防災関係機関の対策本部会議への出席 
   県は、関係市町その他防災関係機関に対し、当該機関に属する職員の県対策本部会議

への出席を求めることができる。この場合、関係市町その他防災関係機関との調整は、

原則として県対策本部会議に出席している職員を通じて行う。 
 

12 国民保護措置の実施のための自衛隊との連携 
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第２節 広域応援の要請 
 

 大規模な「武力攻撃災害」の発生時において、県は、自衛隊および「緊急消防援助隊」等

の協力を求め、応急活動実施に円滑化を期する。 

 
第１ 他の都道府県知事等に対する応援の要求（法１２関係） 
 １ 応援の要求 
 （１）県は、必要があると認めるときは、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明ら

かにした上で、他の都道府県に応援を求める。 
 （２）県は、他の都道府県に対し応援を求めた場合および求めに応じ応援を実施する場合

には、その内容について消防庁を通じて国対策本部に連絡を行う。 
 
 ２ 派遣の要請手続 
 県は、他の都道府県に応援を求めるときは、「武力攻撃災害」の状況および応援を求

める理由、応援を求める期間、活動内容等の事項を記載した文書により行う。 
   ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭または電話その 
  他の通信で行う。 
 
第２ 自衛隊の部隊等の派遣の要請（法１５、令３関係） 
 １ 派遣の要請 
 （１）知事は、県内における国民保護措置（治安の維持に係るものを除く。）を円滑に実

施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の国民保護

等派遣を要請する。 
 （２）市町長は、国民保護措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、知

事に対し、国民保護等派遣の要請を行うよう求めるものとする。 
 （３）市町長は、通信の途絶等により、知事に対し国民保護等派遣の要請をするよう求め

ることができない場合において、特に必要があると認めるときは、その旨および国民

保護措置を円滑に実施するため必要があると認める事項を、防衛大臣に連絡するもの

とする。 
    この場合、防衛大臣はその内容を国対策本部長に報告し、それを受けた国対策本部

長は緊急に必要があると認めるときは、防衛大臣に国民保護等派遣を求めることとさ

れている。 
 
 ２ 派遣の要請手続 
 知事は、派遣の要請を行うときは、「武力攻撃災害」の状況および派遣を要請する理

由、派遣を希望する期間、活動内容等の事項を記載した文書により行う。また、市町長

第３章第２節第１、第２
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    県の防災行政無線については、地上系と衛星系の二重ルート化により、県と市町村

との情報通信経路を確保する。 

市町の防災行政無線については、住民への情報伝達手段を確保するため、同報系無

線の整備を促進する。 

 （２）多様な媒体の活用 
    情報通信の手段および経路の多様化を図るため、防災行政無線をはじめとする各種

の電波通信媒体、電話回線、衛星携帯電話、農協等の有線放送、さらには、テレビ、

ラジオ、ＣＡＴＶ等の放送媒体など多様な媒体の活用を進める。 

 

 ２ 住民に対する情報連絡・伝達設備および体制の整備 

   県、市町および関係機関は、「武力攻撃事態等」において、国民保護措置を円滑に遂

行し、住民に対して適切に情報を提供するに当たり、緊急通信手段を確保するため、コ

ミュニティー放送、ＦＭ文字多重放送、携帯端末による電子メール等新たな媒体の活用

に努める。 

    また、その他の媒体として、現在、広報に用いている電光掲示板、有線放送および県

が構築した災害情報インターネット通信システムの活用に努める。 

    さらに、県内で設置されているＣＡＴＶの活用を図ることとし、緊急時における利用

や平常時のネットワーク化に努める。 

  
 ３ 武力攻撃事態等の通信連絡 
   県、市町および関係機関が行う「武力攻撃事態等」に関する情報の伝達、被害状況の

収集報告その他安全の確保のため必要な措置の要請等は、原則として有線通信（加 
  入電話）または無線通信により速やかに行う。 
 
 ４ 通信の統制 

「武力攻撃事態等」においては、加入電話および無線通信ともにつながりにくくなる

ことが予想されるため、通信施設の管理者は、必要に応じ、適切な通信統制を実施し、

その通信が円滑かつ迅速に行われるよう努める。 

 
 ５ 各種通信設備の利用 
 （１）電気通信設備の優先利用 
    県は、国民保護措置に関する情報伝達において最優先に確保すべき通話を行うため

に、一般加入電話を西日本電信電話㈱の承諾を受けて災害時優先電話として利用する。 
    また、各機関は、緊急の度合いに応じ、非常扱い通話（電報）および緊急扱い通話

（電報）として利用する。これらの通話（電報）は、１０２（１１５）番通話により

行う。この場合においては、非常扱い電話（電報）または緊急扱い電話（電報）であ

第３章第３節第１１ 
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る旨を申し出る。 
 （２）有線電気通信設備または無線設備 
    県は、有線電気通信法第３条第４項第３号に掲げる次の者が設置する有線電気通信

設備または無線設備を使用し、通信連絡の確保を図る。 
  
 
 
 
 
 
 （３）電波法に基づく非常通信の利用 
    県は、「武力攻撃事態等」または「武力攻撃事態等」となるおそれがある場合にお

いて、有線通信を利用することができないか、またはこれを利用することが著しく困

難であるときは、電波法第５２条および第７４条の２ならびに非常通信規約に基づい

て、非常通信を利用し、通信の確保を図る。 

    そのためには、無線局を有する（無線局の免許を受けた）機関は、福井県非常通信

協議会が実施する無線設備の総点検、通信訓練を通じて、非常通信の円滑な運用を期

する。 
   ア 非常通報の内容 
     非常通信における通報の内容は、人命の救助に関するもの、天災の予警報など非

常通信運用細則第７条による。 
 
（参考）非常通信運用細則第７条に規定する非常通報の内容 
ｌ 人命の救助に関するもの 
２ 天災の予警報（主要河川の水位も含む。）および天災その他の状況に関するもの 
３ 緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料 
４ 電波法第７４条実施の指令およびその他の指令 
５ 非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限その他の維持または非常事態に伴う緊急措置に関す 

るもの 
６ 暴動に関する情報連絡およびその緊急措置に関するもの 
７ 非常災害時における緊急措置を要する犯罪に関するもの 
８ 遭難者救護に関するもの 
９ 非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの 
10 鉄道線路、道路、電力設備、電信電話回線の破壊または障害の状況およびその修理復旧のための資材
の手配および運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの 

11 中央防災会議、同事務局、地方防災会議、緊急災害対策本部、非常災害対策本部および災害対策本部
相互間に発受する災害救援その他緊急措置に要する労務、施設、設備、物資および資金の調達、配分、

輸送等に関するもの 
12 災害救助法第２４条および災害対策基本法第７１条第 1項の規定に基づき、都道府県知事からの医療、
土木、建築工事または輸送関係者に対して発する従事命令に関するもの 

13 前各号に定めるもののほか、災害（武力攻撃事態等または緊急対処事態において、直接または間接に
生ずる人の死亡または負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的または物的災害を含む。）が発

生した場合における住民の避難、救援、情報の収集、生活の安定および復旧その他必要な措置に関する

もの 

１ 警察事務を行う者   ５ 海上保安事務を行う者 ９ 電気事務を行う者 
２ 消防事務を行う者   ６ 気象業務を行う者   10 鉱業を行う者 
３ 水防事務を行う者   ７ 鉄道事務を行う者   11 自衛隊 
４ 航空保安事務を行う者 ８ 軌道事務を行う者 
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正に飼養・保管するよう努めるものとするが、飼い主の分からない負傷動物または逸走状態

の動物の保護については、迅速かつ広域的な対応が求められることから、県は市町、県獣医

師会等関係団体をはじめ、ボランティア等と協力し、これら動物の保護・収容等を行う。 
 また、被災者が避難所に動物を同行避難した場合は、被災者が同行避難した動物とともに

暮らせるように、県は、避難所を設置する市町と協力して、避難した動物の適正な飼養・保

管および動物由来感染症の予防等の指導を行うなど、動物の愛護および環境衛生の維持に努

めるものとする。 
 

第 10 避難の指示の解除（法５５、６９関係） 

 １ 知事の措置 
     知事は、国対策本部長が「要避難地域」の全部または一部について避難措置の指示

を解除した場合は、当該地域の全部または一部について避難の指示を解除する。 
   また、知事は、自ら必要があると認め、避難の指示を行った場合において、当該避難

の指示に係る「要避難地域等」の全部または一部について避難の必要がなくなったと認

めるときは、当該地域の全部または一部について避難の指示を解除する。 
  
 ２ 市町長の措置 
   市町長は、避難の指示が解除されたときは、避難住民を復帰させるための誘導その他

の措置を講じるものとする。 
 
第 11 マニュアルによる運用 
 避難の指示や避難住民の誘導等の避難に関する事項については、この節で定めるほか、別

途作成する『避難マニュアル』に基づいて運用する。 
 
第 12 市町国民保護計画で定める事項（法３４②関係） 
 市町の『国民の保護に関する計画』では、この節で規定した避難の類型と対処、避難の方

法、避難の誘導の措置、避難住民の受入れ等に関する事項のほか、避難の指示の伝達方法、

誘導の手順、当該市町住民に対する事前周知について定めるものとする。 
  

第４章第１節第９、第１０、第１１、第１２
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第４節 交通の確保 
 

 「武力攻撃事態等」において、県および関係機関は、住民の避難、「緊急物資」の運送そ

の他の国民保護措置が的確かつ迅速に実施されるよう、交通支障箇所の通報連絡、応急復旧、

交通規制等を実施する。 

 
第１ 実施責任者 
 １ 道路および鉄軌道の交通支障箇所の通報連絡および応急復旧は、それぞれの管理者が 
  行うものとする。 
 
 ２ 交通規制に関する措置は、県公安委員会、警察署長および警察官が行う。 
   なお、道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるときは、

道路管理者が通行の禁止または制限を行うものとする。 
 
 ３ 道路交通情報の収集および提供については、県および県警察本部において行う。 
 
第２ 交通支障箇所の通報連絡 
 道路および鉄軌道管理者は、その管理に属する道路橋梁等の支障箇所について、必要に応

じ、関係機関に通報連絡するものとする。 
 なお、道路の支障箇所に係る関係機関相互の連絡先は、次のとおりとする。 
 ・県の施設の場合（県土木事務所長） 
     〔連絡先〕関係警察署長、当該地域の市町長、福井河川国道事務所長、中日本 
          高速道路㈱保全・サービスセンター長および西日本高速道路㈱管理事 
          務所長（関連する道路に限る。） 
 ・市町の施設の場合（市町長） 
     〔連絡先〕県対策本部長（ただし、県対策本部設置前にあっては県関係課長）、 
          県土木事務所長、関係警察署長 
 ・国の施設の場合（福井河川国道事務所長） 
     〔連絡先〕県対策本部長（ただし、県対策本部設置前にあっては県関係課長）、 
          県土木事務所長、関係警察署長、中日本高速道路㈱保全・サービスセ 
          ンター長および西日本高速道路㈱管理事務所長 
 ・中日本高速道路㈱および西日本高速道路㈱の施設の場合（中日本高速道路㈱保全・サー

ビスセンター長および西日本高速道路㈱管理事務所長） 
     〔連絡先〕県対策本部長（ただし、県対策本部設置前にあっては県関係課長）、 
          県土木事務所長、福井河川国道事務所長 
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